
- 36 -

Ⅴ 関連資料地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 抜 粋(事務の委任等)第２６条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させることができる。２ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事務は、教育長に委任することができない。(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。(5) 次条の規定による点検及び評価に関すること。(6) 第２９条に規定する意見の申出に関すること。３ 教育長は、第１項の規定により委任された事務その他その権限に属する事務の一部を事務局の職員若しくは教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員（以下この項及び次条第１項において「事務局職員等」という。）に委任し、又は事務局職員等をして臨時に代理させることができる。（教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等）第２７条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務（同条第３項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。 （平成２０年４月１日改正法施行）
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奈良県教育委員会点検・評価実施要領（目的）第１ 県教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況を点検・評価し、効果的な教育行政の推進及び改善・充実に資することを目的とする。（点検・評価の対象）第２ 次に掲げる項目について、点検・評価を実施する年度の前年度の実績に基づき、点検・評価を行う。(1) 県教育委員会の活動状況(2) 県教育委員会が実施する施策及び事業(3) 県教育委員会が定める時の課題項目（推進体制）第３ 点検・評価の円滑な実施を図るため、教育長、教育次長、教育研究所副所長、各課（室）長及び企画管理室長補佐により内部評価委員会を設置する。２ 作業部会として事務局各課及び教育研究所の係長級職員により内部評価ワーキンググループを組織し、点検・評価全般に係る事務を行う。（点検・評価の主体）第４ 県教育委員会が点検・評価を実施する。２ 第２に掲げる項目に係る資料の作成は、以下のとおり行う。(1) 県教育委員会の活動状況については、企画管理室及び各課で素案を作成する。(2) 県教育委員会が実施する施策及び事業の評価については、施策・事業体系に従って、それぞれを担当する課（室）及び教育研究所が点検・評価シートを作成し、内部評価ワーキンググループにおいて総括する。(3) 時の課題項目については必要に応じテーマを設定し、企画管理室企画法令係がテーマに関係する課（室）及び教育研究所と連携を図りながら点検・評価を行う。（点検・評価の手法）第５ 点検・評価は、以下のとおり対象に応じた手法により行う。(1) 県教育委員会の活動状況については、教育委員会の開催状況や審議事項等を総括し点検する。(2) 県教育委員会が実施する施策及び事業については、全国比較・経年分析等が可能なデータを収集し、現状分析を行うとともに課題を整理し今後取り組む施策の方向性を明らかにする。(3) 時の課題項目については、必要に応じ点検・評価の資料となる情報・データ等を収集し、客観的事実に基づいて施策の現況や効果を評価する。（第三者からの意見聴取）第６ 点検・評価の客観性・公平性を高めるため、学識経験者等により組織する「教育評価支援委員会」を設置し、点検・評価の方法や結果について意見を聴取する。（点検・評価の報告）第７ 点検・評価報告書を作成し、県議会に提出する。（点検・評価の公表）第８ 点検・評価報告書を県議会へ提出し報告受理の議決を得た後、県教育委員会のホームページに掲載するほか、リーフレット「まなびの支援」にも概要を掲載し公表する。（その他）第９ この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。附 則この要領は、平成２０年６月９日から施行する。附 則この要領は、平成２２年４月１日から施行する。附 則この要領は、平成２３年４月１日から施行する。
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教育評価支援委員会設置要綱（設置）第１ 県教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況を点検・評価するにあたり、点検・評価の客観性・公平性を高めるため、点検・評価の方法や結果について意見を聴取することを目的として、教育評価支援委員会（以下、「支援委員会」という。）を設置する。（所掌事項）第２ 支援委員会は、次のことについて協議し、県教育委員会に意見の具申を行う。(1) 点検・評価方法の改善・充実に関すること(2) 点検・評価結果に関すること（組織）第３ 支援委員会は、７名以内の委員で組織する。２ 委員は、教育に関し学識経験を有する者及び保護者のうちから、県教育委員会が委嘱する。（任期）第４ 委員の任期は原則として２年とする。ただし、再任を妨げない。２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。（委員長及び副委員長）第５ 支援委員会に委員長及び副委員長を置く。２ 委員長は、委員のうちから互選により定め、副委員長は委員長が指名する。３ 委員長は会務を総理し、支援委員会を代表する。４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときはその職務を代理する。（会議）第６ 支援委員会の会議は、県教育委員会が招集し、委員長が進行する。２ 委員長は、必要があると認めるとき、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。３ 支援委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。（庶務）第７ 支援委員会の庶務は、教育委員会事務局企画管理室において処理する。（その他）第８ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。附 則この要綱は、平成２０年６月９日から施行する。附 則この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。




